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国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
を
忘
れ
ず
に

年
金
医
療
課（
☎
（27）
２
７
４
１
）

　
国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期
限
内
に
納

め
ま
し
ょ
う
。
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く

と
、
保
険
料
の
納
付
済
月
数
が
基
準
を
満

た
せ
ず
、
将
来
年
金
を
受
給
で
き
な
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
年
金
は
受
け
取
る

時
点
で
納
付
済
月
数
が
多
い
ほ
ど
支
給
さ

れ
る
年
金
額
が
多
く
な
り
ま
す
。
不
慮
の

事
故
や
病
気
な
ど
で
障
害
年
金
や
遺
族
年

金
を
請
求
す
る
際
も
、
受
給
資
格
で
あ
る

納
付
要
件
を
満
た
せ
ず
、
請
求
で
き
な
く

な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
過
去
２
年
以
内

の
保
険
料
は
速
や
か
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　
納
付
期
限
ま
た
は
使
用
期
限
内
の
納
付

書
は
、
金
融
機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
、
納
付
期
限
後
２
年
を

経
過
し
て
い
な
い
納
付
書
は
、
金
融
機
関・

郵
便
局
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
納

付
書
を
紛
失
し
た
場
合
は
、
前
橋
年
金
事

務
所
へ
納
付
書
の
再
発
行
を
依
頼
し
て
く

だ
さ
い
。
納
付
期
限
か
ら
２
年
経
過
し
た

納
付
書
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

　
国
民
年
金
保
険
料
に
未
納
が
あ
る
場
合
、

前
橋
年
金
事
務
所
や
日
本
年
金
機
構
か
ら

納
付
催
告
の
お
知
ら
せ
が
送
付
さ
れ
、
日

本
年
金
機
構
に
委
託
さ
れ
た
事
業
者
に
よ

る
納
付
催
告
の
文
書
・
電
話
連
絡
が
行
な

わ
れ
ま
す
。

問
　
年
金
医
療
課
・
各
支
所
市
民
サ
ー
ビ

ス
課
ま
た
は
前
橋
年
金
事
務
所（
☎
０
２

７
ー
２
３
１
ー
１
７
１
９
）

国
民
年
金
の
手
続
き
の
電
子
申
請

年
金
医
療
課(

☎
（27）
２
７
４
１
）

　
国
民
年
金
の
一
部
の
手
続
き
は
、
マ
イ

ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
電
子
申
請
で
き
ま
す
。

紙
の
申
請
書
に
比
べ
簡
単
に
申
請
で
き
る

ほ
か
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
で
申
請
結

果
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
詳
し

く
は
日
本
年
金
機
構
HP（

https://w
w
w.

nenkin.go.jp/)

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必
要
で
す

利
用
可
能
な
手
続
き
　
国
民
年
金
第
１
号

被
保
険
者
の
資
格
取
得（
種
別
変
更
）届
出
、

付
加
保
険
料
納
付（
辞
退
）申
出
、
保
険
料

免
除
・
納
付
猶
予
申
請
、
学
生
納
付
特
例

申
請
、
産
前
産
後
免
除
該
当
届
、
口
座
振

替
納
付（
変
更
）申
出
兼
還
付
金
振
込
方
法

（
変
更
）申
出
、
口
座
振
替
辞
退
申
出

問
　
年
金
医
療
課
ま
た
は
前
橋
年
金
事
務

所（
☎
０
２
７
ー
２
３
１
ー
１
７
１
９
）

年
金
受
給
の
相
談
や
申
請
を

受
け
付
け
て
い
ま
す

年
金
医
療
課（
☎
（27）
２
７
４
１
）

　
年
金
受
給
に
関
す
る
相
談
や
申
請
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
市
の
窓
口
で
受
け
付

け
で
き
な
い
内
容
も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

【
国
民
年
金
受
給
に
つ
い
て
】

　
相
談
や
申
請
は
年
金
医
療
課
・
各
支
所

市
民
サ
ー
ビ
ス
課
国
保
年
金
係
で
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

【
厚
生
年
金
受
給
に
つ
い
て
】

　
相
談
は
年
金
医
療
課
内
年
金
受
給
相
談

窓
口
で
応
じ
ま
す
。
事
前
に
相
談
し
た
い

日
に
相
談
員
が
い
る
か
を
電
話
で
年
金
医

療
課
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
障
害
厚
生

年
金
な
ど
に
関
す
る
こ
と
は
相
談
窓
口
の

案
内
の
み
で
す
。
受
給
の
相
談
や
申
請
の

手
続
き
は
前
橋
年
金
事
務
所
や
街
角
の
年

金
相
談
セ
ン
タ
ー
前
橋
で
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
前
橋
年
金
事
務
所
の
相
談
窓
口
は

事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。
予
約
は
相
談

日
の
１
カ
月
前
か
ら
予
約
受
付
専
用
電
話

（
☎
０
５
７
０
（05)
４
８
９
０
）で
受
け
付
け

ま
す
。

　
前
橋
年
金
事
務
所
に
よ
る
出
張
年
金
相

談
窓
口
を
、
毎
月
第
４
木
曜
日
に
月
替
わ

り
で
各
支
所
に
開
設
し
て
い
ま
す
。
厚
生

年
金
受
給
に
関
す
る
相
談
や
申
請
の
手
続

き
が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
利
用
し
て
く
だ
さ

い
。
相
談
や
申
請
の
手
続
き
は
事
前
に
予

約
が
必
要
で
す
。
予
約
は
相
談
日
の
２
週

間
前
か
ら
相
談
窓
口
を
開
設
す
る
支
所
の

市
民
サ
ー
ビ
ス
課
国
保
年
金
係
で
受
け
付

け
ま
す
。
祝
日
な
ど
に
よ
り
、
期
日
を
変

更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
　
前
橋
年
金
事
務
所（
☎
０
２
７
ー
２

３
１
ー
１
７
１
９
）

お
知
ら
せ

労
働
保
険
の
年
度
更
新

商
工
労
働
課（
☎
（27）
２
７
５
５
）

　
労
働
保
険（
労
災
・
雇
用
）更
新
の
申
告・

納
付
期
限
は
６
月
２
日（
月
）か
ら
７
月
10

日（
木
）ま
で
で
す
。
手
続
き
が
遅
れ
る
と
、

国
が
追
徴
金
を
課
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

忘
れ
ず
に
更
新
し
て
く
だ
さ
い
。

特
別
障
害
者
手
当
・

障
害
児
福
祉
手
当
を
支
給

障
害
福
祉
課（
☎
（27）
２
７
５
３
）

　
自
宅
で
生
活
を
送
る
重
度
障
害
者（
児
）

を
支
援
す
る
た
め
、
次
の
手
当
を
支
給
し

て
い
ま
す
。
障
害
福
祉
課
・
各
支
所
市
民

サ
ー
ビ
ス
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

支
給
に
は
障
害
の
程
度
や
所
得
な
ど
に
条

件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

※
身
体
障
害
者
手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
・
療
育
手
帳
を
持
っ
て
い
な
い

人
で
も
該
当
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

【
特
別
障
害
者
手
当
】

対
　
自
宅
で
生
活
し
、
障
害
が
著
し
く
重

度
の
状
態
に
あ
り
、
日
常
生
活
で
常
時
特

別
な
介
護
を
必
要
と
す
る
２0
歳
以
上
の
人

※
社
会
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
や
、

病
院
に
３
カ
月
以
上
入
院
し
て
い
る
人
は

除
き
ま
す

支
給
月
額
　
２
万
９
５
９
０
円

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

対
　
自
宅
で
生
活
し
、
日
常
生
活
で
常
時

介
護
を
必
要
と
す
る
２0
歳
未
満
の
人

※
社
会
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
は

除
き
ま
す

支
給
月
額
　
１
万
６
１
０
０
円

※
特
別
児
童
扶
養
手
当
と
併
せ
て
受
給
で

き
ま
す

特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

社
会
福
祉
課（
☎
（27）
２
７
４
８
）

　
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
遺
族
で
、

４
月
１
日
現
在
、
公
務
扶
助
料
や
遺
族
年

金
な
ど
を
受
け
る
人
が
い
な
い
場
合
、
次

の
❶
～
❹
の
順
番
で
遺
族
１
人
に
対
し
て

特
別
弔
慰
金（
額
面
２7
万
５
０
０
０
円
、

５
年
償
還
の
記
名
国
債
）が
支
給
さ
れ
ま

す
。
詳
し
く
は
社
会
福
祉
課
ま
た
は
各
支

所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

対
　

❶
弔
慰
金
の
受
給
権
者

❷
戦
没
者
な
ど
の
子

❸
戦
没
者
な
ど
と
生
計
関
係
を
有
し
て
い

た
父
母
・
孫
・
祖
父
母
・
兄
弟
姉
妹

※
生
計
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
要
件

を
満
た
し
て
い
る
か
に
よ
り
、
順
番
が
入

れ
替
わ
り
ま
す

❹
前
記
以
外
の
三
親
等
内
の
親
族

※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き

１
年
以
上
生
計
関
係
が
あ
っ
た
人
に
限
り

ま
す

請
求
期
限
　
令
和
10
年
３
月
３1
日（
金
）ま

で

相
談

税
理
士
会
無
料
相
談
会

市
民
税
課（
☎
（27）
２
７
１
７
）

　
税
理
士
会
伊
勢
崎
支
部
の
税
理
士
が
無

料
で
個
別
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

※
地
方
税
の
相
談
は
除
き
ま
す

時
　
７
月
８
日（
火
）午
後
２
時
～
４
時

場
　
市
役
所
本
館
３
階
相
談
室

対
　
市
内
に
在
住
の
人

定
　
６
人（
先
着
順
）

申
　
７
月
１
日（
火
）午
前
９
時
か
ら
電
話

で
市
民
税
課
へ

無
料
空
き
家
相
談
会

住
宅
課（
☎
（27）
２
７
９
７
）

　
空
き
家
に
関
す
る
相
談
に
専
門
の
相
談

員
が
無
料
で
応
じ
ま
す
。
所
有
す
る
空
き

家
の
管
理
・
活
用
な
ど
で
困
っ
て
い
る
人

は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

時
　
６
月
16
日（

月)

　

●
午
前
の
部
＝
午
前
９
時
３0
分
～
正
午

●
午
後
の
部
＝
午
後
１
時
～
３
時
３0
分

場
　
市
役
所
東
館
１
階
市
民
ホ
ー
ル

定
　
各
部
15
人
程
度（

先
着
順)

※
相
談
は
１
人
当
た
り
３0
分
程
度
で
す

内
　
空
き
家
に
関
す
る
相
続
・
登
記
、
調

査
・
手
続
き
、
売
買
・
賃
貸
、
庭
木
の
剪せ

ん

定て
い

・
除
草
な
ど

相
談
員

●
午
前
の
部
＝
弁
護
士
・
土
地
家
屋
調
査

士
・
宅
地
建
物
取
引
士
・
伊
勢
崎
市
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
職
員

●
午
後
の
部
＝
司
法
書
士
・
行
政
書
士
・

宅
地
建
物
取
引
士
・
造
園
施
工
管
理
技
士

申
　
６
月
９
日（
月)
か
ら
1３
日（

金)

ま
で

に
電
話
で
住
宅
課
へ

※
定
員
に
満
た
な
い
場
合
は
当
日
の
参
加

も
受
け
付
け
ま
す

里
親
相
談
会

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー（
☎
（27）
６
２
９
１
）

　「
子
ど
も
を
養
育
し
た
い
」、「
里
親
制

度
に
興
味
が
あ
り
、
協
力
し
た
い
」と
考

え
て
い
る
人
を
対
象
に
里
親
相
談
会
を
開

催
し
ま
す
。

時
　
７
月
10
日（
木
）午
後
１
時
～
４
時

場
　
市
役
所
東
館
２
階
相
談
室

内
　
里
親
制
度
の
説
明
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
上
映
、

個
別
相
談

申
　
事
前
に
電
話
で
中
央
児
童
相
談
所（
☎

０
２
７
ー
２
２
６
ー
５
６
６
１
）へ

保
育
士
就
職
支
援
相
談
を

受
け
付
け
て
い
ま
す

こ
ど
も
保
育
課（
☎
（27）
２
７
５
１
）

　
保
育
士
の
資
格
を
持
っ
て
い
て
、
保
育

所
な
ど
に
就
職
し
て
い
な
い
人
の
就
職
支

援
相
談
を
こ
ど
も
保
育
課
で
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
保
育
施
設
で
勤
務
経
験
の
あ
る

保
育
士
が
再
就
職
の
支
援
や
相
談
、
公
立

保
育
所
で
の
保
育
体
験
実
習
の
案
内
を
行

い
ま
す
。
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

フードドライブに協力してください
問　社会福祉課（☎27−6273）

　家庭で余った賞味期限が２カ月以上残る常温保存が可能な未開封の食品を集めます。

　※肉・魚・野菜などの生鮮食品、アルコール類、衣類、食器類は除きます
時　６月11日（水）・12日（木）の午前10時～午後３時
場　社会福祉会館（上泉町）
問　伊勢崎市社会福祉協議会 ボランティア・市民活動センター（☎27−５９7４）




